
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料集 

 

 
 

 

 

〇デジタル行財政改革会議（第７回）における総理発言（抜粋） 

〇デジタル行財政改革会議（第７回）資料（抜粋） 

〇デジタル行財政改革 取りまとめ２０２４（抜粋） 

〇経済財政運営と改革の基本方針２０２４（抜粋） 

 

 

参考資料１ 



デジタル行財政改革会議（第７回）における総理発言（抜粋） 

第２に、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用への取組を本格化

します。 

本日取りまとめた基本方針に基づき、河野大臣・松本大臣を中心に、

デジタル公共インフラと共通システムの整備・利活用を推進する『ヨ

コの改革』と、各省庁による所管分野のＢＰＲ（業務改革）とデジタ

ル原則を徹底する『タテの改革』を、同時に進めてまいります。これ

により、国・地方を通じたトータルコストの最小化を実現してくださ

い。

この一環として、まずは各省庁の１，３２３のシステム経費の見え

る化を進めてください。あわせて、当面、デジタル庁の体制について、

１，５００人規模を目安として、体制整備を進めてください。 

そして、今後５年間で、行政ＤＸにより公務員の数を増やさずに行

政サービスを持続できる環境を作っていくことを、今後の国の定員

管理の方針といたします。 

第３に、デジタルを活用しつつＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）

を強力に推進します。５，４３４の全行政事業について、行政事業レ

ビューシートシステムによる見える化を充実・強化するとともに、リ

フィル処方、電子処方箋を含め、重点ＤＸプロジェクトのＫＰＩ（重

要業績評価指標）の設定と進捗モニタリング・改善に取り組んでくだ

さい。
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＜
新
た
な
取
組
＞


重
点
計
画
に
基
づ
き
、
各
シ
ス
テ
ム
経
費
の
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
の
実
績
の
一
覧
を
精
査
し
、

全
経
費
の
一
覧
を
今
後
速
や
か
に
８
月
末
ま
で
に
公
表
。


ま
た
、
ま
ず
は
経
費
が

10
億
円
以
上
の
シ
ス
テ
ム
及
び
新
規
シ
ス
テ
ム
の
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
に
つ
い
て
、
８
月
末
ま
で
に
公
表
。

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点
計
画
（
案
）
（
抜
粋
）

よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
低
コ
ス
ト
で
国
民
に
提
供
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
予
算
全
体
の
抑
制
の
観
点
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
利
便
性
の
向
上
や
行
政
の
効

率
化
等
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
国
民
に
実
感
し
て
も
ら
う
た
め
に
可
視
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
全
体
の
最
適
化
を
進
め
る
た
め
に
、
今
後
５
年
間

を
集
中
取
組
期
間
と
位
置
付
け
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
施
策
に
集
中
し
て
取
り
組
む
。
シ
ス
テ
ム
経
費
や
費
用
対
効
果
の
「
見
え
る
化
」
の
観
点

か
ら
、
以
下
の
取
組
み
を
進
め
る
。

•需
要
側
・
供
給
側
の
双
方
に
と
っ
て
便
利
で
良
質
な
体
験
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し
、
制
度
・
業
務
・
シ
ス
テ
ム
の
三
位
一
体
で
の
取
組
の
結
果
に
基
づ
き
、

政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
等
経
費
等
の
３
割
削
減
目
標
に
引
き
続
き
取
り
組
み
、
毎
年
度
の
決
算
に
基
づ
き
達
成
状
況
を
公
表
す
る
。

•利
用
者
の
利
便
性
向
上
、
将
来
の
情
報
シ
ス
テ
ム
経
費
の
抑
制
、
削
減
、
行
政
の
効
率
化
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
や
事
業
機
会
創
出
に
よ
る
経
済
効
果
な
ど
デ
ジ
タ

ル
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
効
果
全
体
の
最
大
化
に
向
け
て
、
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
の
枠
組
み
を
活
用
し
て
情
報
シ
ス
テ
ム
関
係
経
費
の
費
用
対
効
果
を

定
量
的
に
可
視
化
し
た
上
で
公
表
す
る
。

•各
シ
ス
テ
ム
経
費
の
実
績
の
一
覧
を
公
表
し
、
継
続
的
改
善
を
促
す
。

各
府
省
の
情
報
シ
ス
テ
ム
経
費
の
「
見
え
る
化
」
に
よ
る
効
率
化
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デジタル行財政改革 取りまとめ２０２４（抜粋） 

２ ０ ２ ４ 年 ６ 月 1 8 日 

デジタル行財政改革会議決定 

４．EBPM・予算 ID・基金等 

【人口減少下の政策形成のインフラとしての EBPMの役割】 

 人口減少による公共サービス等の供給制約が今後さらに厳しさを増すこと

から、限られた投入資源で最大の政策効果を生み出すために成果（アウトカ

ム）を重視した政策形成の重要性が高まってきている。 

 EBPMは、政策の効果や実施状況を把握・分析し、手段の改善につなげるイ

ンフラとして機能し得るものである。今後、具体的な政策やプロジェクトに

おいて実例を積み上げながら手法を確立していく必要があり、デジタル行財

政改革では、政府部内における EBPMの取組の参考となるよう、教育、介護等

の分野における DXプロジェクトにおいて取組を進めてきた。 

【EBPM「見える化」の取組の進展①（政策に関する進捗等の情報を可視化し、

一元的に表示・閲覧できるツール（政策ダッシュボード）の活用等による「見

える化」の手法確立）】 

デジタル行財政改革では、EBPMの基礎となる政策の効果や実施状況の「見

える化」の取組を進めている。「見える化」に必要となる具体的な準備として、

「利用者起点」で KGI（重要目標達成指標）/KPI（重要業績評価指標）を事前

に設定し、効果の発現経路を「政策手段と政策目的の論理的なつながりを図

示化したもの（ロジックモデル）」として整理した上で、進捗状況に関するデ

ータ等を効果的・効率的に可視化・共有することに資する「政策に関する進

捗等の情報を可視化し、一元的に表示・閲覧できるツール（政策ダッシュボ

ード）」を活用した進捗モニタリングを行うこととしている。 

「政策に関する進捗等の情報を可視化し、一元的に表示・閲覧できるツー

ル（政策ダッシュボード）」については、デジタル行財政改革関連以外の政策

においても導入が進んでいるが、各府省庁において今後新たに導入する際に

は、利用者である国民（政策担当者、研究者等を含む。）の利便性を高める観

点から以下の点に留意することが望ましい。 

① 指標等を設定等した理由や意味合いを、政策の進捗管理や事後の検証を

行う後任者等のために整理・記録する。

② データの取得等に当たっては、総務省の「統計表における機械判読可能

なデータ作成に関する表記方法」を参照し、機械判読性が高く再利用性
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の高いフォーマットでデータを取得・保持する。 

③ データの取得等に要する現場の負担感に留意しつつ定期的な情報更新

の頻度を保ち、年度間比較を可能とするようなデータ項目の標準化を図

る。

④ 専門家以外が閲覧しても内容等が理解できるように、利用者を意識した

データの見せ方等に配慮する。

⑤ デジタル庁の「ダッシュボードデザインの実践ガイドブック」等を参照

し、政府として利用者起点の UX（利用者体験）を担保したものとするこ

と。

⑥ 公開に当たっては、利用者にとっての一覧性・利便性の観点から、デジ

タル庁のホームページにも掲載する。

⑦ 得られる情報を充実し利用者体験を継続的に向上していくため、利用者

とコミュニケーションを取りながら不断の改善を行う。

デジタル庁及び内閣官房デジタル行財政改革会議事務局は、各府省庁にお

ける「政策に関する進捗等の情報を可視化し、一元的に表示・閲覧できるツ

ール（政策ダッシュボード）」を活用した「見える化」の取組を推進するため、

EBPMやデータ整備、データの可視化等に関する専門的知見を有する立場から

必要な助言及び支援を行うこととする。 

【EBPM「見える化」の取組の進展②（予算関連情報の「見える化」）】

行政事業レビューシートは、当初予算のみならず補正予算も含め、約 5,000

事業に分けて作成・公表している。また 200 の基金事業について基金シート

を作成・公表している。

この中で、EBPMを実現するため、短期・中期・長期の具体的な重要業績評

価指標（KPI）を記載し、個々のシートにおいて予算書の該当部分が掲載され

ている。具体的な重要業績評価指標（KPI）を記載するに当たり、デジタル技

術等を活用し、成果を測ることが可能な情報を取れるよう、事前に体制を構

築することが求められる。 

現在、各府省庁のホームページにエクセル形式で掲載しているが、2024年

度から、「RSシステム（レビューシートシステム）」を導入し、以下の取組を

行う。 

・個々の事業の概要、重要業績評価指標（KPI）、支出先などシート上の全て

の情報をデータベース化することにより、検索や分析を容易にする（2024

年４月に入力機能が稼働済み。2024年９月に公開機能（一般公開）も稼働

予定）

・個々の行政事業レビューシート・基金シートに「予算事業 ID」を附番し、

シート上の情報と一体的に管理することで、予算事業の経年比較を可能に
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する 

今後も、これらを含めた予算関連情報の「見える化」やデータ利活用につ

いて、改善方策の検討を続ける。 

【EBPM「見える化」の対象拡大と「因果関係の検証」に向けた取組】 

「政策に関する進捗等の情報を可視化し、一元的に表示・閲覧できるツー

ル（政策ダッシュボード）」の活用等により、政策の成果や実施状況に関する

データ等を把握し、必要に応じて迅速かつ柔軟に政策手段の改善等を行うこ

とは DXプロジェクト以外の政策においても重要である。 

「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に基づく「国・

地方重点 DX プロジェクト」については、「政策改善対話」を活用して進捗モ

ニタリングと改善を行っていくが、これらの取組を通じて得られた知見やノ

ウハウを関係府省庁に共有すること等により、行政事業レビュー、政策評価、

経済・財政一体改革の改革工程表等における EBPMの取組の拡大と質の向上を

図る。 

なお、「国・地方重点 DX プロジェクト」など、上位の政策や施策の目標や

重要業績評価指標（KPI）に変更があった場合は、その達成手段としての予算

事業に係る行政事業レビューシート等の記載内容についても適時適切に修正

を行っていく必要がある。 

「因果関係の検証」には、「見える化」等の取組によって得られるデータ以

外にも、個別の政策効果の把握・分析に必要なデータ等の取得が必要となる。

このため、内閣官房行政改革推進本部事務局及び総務省が推進する、各予算

事業や政策・施策に関する行政事業レビューシート等の取組の徹底により、

効果発現経路の整理・可視化の取組を進めることで、効果検証の必要なデー

タ等の特定の精度を高める。また、総務省を中心に政策の効果検証に関する

国内外の学術的な成果の蓄積・共有を進める。 

また、EBPMの推進を担う人材の育成も重要である。各府省庁の政策立案担

当者に対し、政策効果の把握・分析手法に関する研修や実践の機会の確保を

図るとともに、分析能力の維持・向上に資するよう中長期的なキャリアパス

も念頭に置いた人材育成の在り方について検討を行う。 

【基金全体の点検・見直し】 

基金については、コロナ以前は当初予算、補正予算とも各年度数千億円の

予算措置だったものが、コロナ後には主に補正予算において規模が拡大し、

2022年度は 10兆円を超える規模となっている。 

このような状況を踏まえ、2023年 11月に行った有識者による公開討論（い
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わゆる「秋のレビュー」）におけるとりまとめに基づいて検討を進め、2023年

12 月 20 日の行政改革推進会議において、以下のとおり基金の点検・見直し

の横断的な方針を決定した。 

１ 基金への新たな予算措置を検討する際には、各年度の所要額がおおむ

ね予測可能なものについては、基金によらない通常の予算措置によるも

のとする。 

２ 予算決定と同時に、短期（３年程度）のものも含めて、定量的な成果

目標を策定・公表する。 

３ 基金への新たな予算措置は３年程度として、成果目標の達成状況を見

て、次の措置を検討する。 

（毎年度予算措置を行うもので、災害等の不測の変動要因に備えて、基

金形態を使って一定の保有残高が必要なものについては、成果目標も踏

まえて、適切な保有残高となっているか点検を行う。） 

４ 足下の執行状況を踏まえた合理的な事業見込みを算定し、保有資金規

模が適正なものとなるよう点検を行う。 

５ 基金の終了期限については、「補助金等の交付により造成した基金等に

関する基準」（2006年 8月 15日閣議決定）とともに、当面具体的に見通

せる成果目標を早期に検証する観点も含めて、具体的な期限設定を行う。 

（同基準や「行政事業レビュー実施要領」（2013年 4月 2日行政改革推

進会議策定）を踏まえ、支出が管理費のみとなっている基金事業につい

ては廃止を検討する。） 

６ 担当府省庁及び基金を設置する法人において、補助金交付の基準策定

や個々の補助金の審査がしっかりできる体制を構築し、こうした根幹的

な業務を民間企業に実質的に外注することは避ける。 

上記の各項目とともに、行政事業レビュー実施要領に掲げられた事項

を含めて点検を行い、それぞれの基金事業の在り方について厳格に見直

しを行う。 

この方針にのっとり、基金全体（200 基金事業（152 基金））の点検・見直

しを行い、2024 年４月 22 日の行政改革推進会議において、以下のとおり結

果をとりまとめた。 

・全ての事業について、定量的な成果目標を設定

・全ての事業について、今後の予算措置は３年程度とするなど「基金の点

検・見直しの横断的な方針」に沿って対応することを確認

・事業見込みの精査等も踏まえた国庫返納予定額

2023年度：約 4,342億円 
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2024年度：約 1,124億円 

・原則として 10年以内の終了予定時期を設定し、全ての事業について成果

を検証（終了予定時期到来後の対応については、成果の検証を踏まえ検

討） 

・補助金審査・交付等に係る業務を民間事業者に外注している事業全てに

ついて、補助金採択等に当たっての所管府省庁・基金設置法人への協議

等の枠組みが設けられていることを確認。経済産業省は、執行体制の在

り方や外注先との役割分担に関する規律強化のためのルールを策定

・支出が管理費のみの事業のうち事業が終了している 11 事業全てについ

て、2024年度までに廃止。このほか４事業が 2023年度に廃止

基金については、社会経済情勢の変化や執行状況等を踏まえ、その必要性

や成果の達成状況、執行見込み等について、「基金の点検・見直しの横断的な

方針」を踏まえ、不断に点検・検証を行い、使用見込みのない資金は速やか

に国庫へ返納し、十分な効果を上げていない基金についてはその在り方を見

直すことが重要である。 

特に、成果目標については、各事業を取り巻く環境の変化等も踏まえ、各

府省庁の行政事業レビュー推進チームが中心となり、外部有識者の知見も活

用しながら、各基金の事業目的と整合的な定量的目標となるよう点検・改善

に取り組み、2024年度以降の毎年度の基金シートに反映するとともに、その

点検等が十分なものとなっているかなど行政改革推進会議としても必要な検

証を行っていく。 

また、基金に関する業務の民間事業者への外注に関しては、適切なルール

の厳格な運用を通じて、各府省庁による責任を持った基金事業の管理の徹底

に取り組む必要がある。 
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経済財政運営と改革の基本方針 2024（抜粋） 

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 

～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～ 

５．地方創生及び地域における社会課題への対応 

（２）デジタル行財政改革 

急激な人口減少等を見据え、利用者起点で行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サ

ービス等の維持・強化等を実現すべく、「デジタル行財政改革取りまとめ202481」に基づき取組を実行する。 

教育、交通、医療・介護、子育て、福祉相談、防災等の各分野において、自動運転の社会実装等サービス

の持続可能性と利便性向上に向けた規制・制度の見直しやシステムの整備を推進する。デジタルを活用して、

全国の移動の足不足の解消への道筋をつけるという観点から、規制改革推進会議における議論を踏まえ、安

全を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広く利用可能とする。このため、全国の移動の足不足の解消に

向けて、自家用車活用事業等について、モニタリングを進め、検証を行い、各時点での検証結果の評価を行

う。並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び

国土交通省の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進める。 

「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針82」に基づき、国・地方が共通デジタルサー

ビスを利用できるよう、今夏から国・地方公共団体間の連絡協議体制を整備し、縦割りの弊害を排して政府

横断的な推進体制の下で各府省庁がデジタル庁・総務省と連携し、主体的に業務見直しとシステム構築を行

うとともに、デジタル庁を中心に必要な専門人材を確保しつつ、初期開発や移行・普及支援、ベース・レジ

ストリなどのデジタル公共インフラの整備、地方への普及支援等を推進する。同時に都道府県に公共サービ

スＤＸ推進のハブ機能を形成し、都道府県は域内基礎自治体を支援するとともに、国は、専門人材の採用支

援を行う。また、各府省庁の情報システム経費の「見える化」による効率化を行う。そして、重要分野の改

革推進のため、中長期的ＫＰＩの設定とロジックモデルの構築等により政策の進捗モニタリングと改善を行

う。また、基金の点検・見直しの横断的な方針83やその結果に基づいて、基金全体の見直しを引き続き進め、

資金の有効活用の観点から余剰金の国庫返納や成果目標の改善を含めＥＢＰＭの手法を前提としたＰＤＣＡ

の取組を推進する。あわせて、予算事業全体について、行政事業レビューと予算の連携を強化し、システム

化・オープン化を進める。 

81 令和６年６月18 日デジタル行財政改革会議決定。 
82 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21 日閣議決定）。 
83 「基金の点検・見直しの横断的な方針について」（令和５年12 月20 日行政改革推進会議決定）。 
84 公園の利活用、通学路等の交通安全対策、自転車の活用の推進、各種サービス集約提供拠点としての郵

便局の活用等。 

令和６年６月２１日 

閣 議 決 定 
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 第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～ 

４．改革推進のためのＥＢＰＭ強化 

経済・財政一体改革においてワイズスペンディングを徹底していくためには、政策立案段階からのＥＢＰ

Ｍの設計を行うことや、予算・データ・人材・ノウハウの不足などＥＢＰＭ推進の阻害要因を克服し、ＥＢ

ＰＭに的確に取り組む動機付けをすることが重要である。このため、ＥＢＰＭの徹底強化に向けて、経済財

政諮問会議において、骨太方針に盛り込まれた政策の中から、経済・財政にとって大きな影響をもたらす多

年度にわたる重要政策や計画を選定した上で、関係府省庁が予算要求段階からエビデンス整備の方針を策定

し、ロジックモデルやＫＰＩの設定、データ収集、事後的な検証によるプロセス管理を進め、次年度の骨太

方針策定前に進捗状況を報告する。経済財政諮問会議で選定した重要政策等の分析・評価に当たって、関係

府省庁の調査研究機能を活用しつつ体制の整備を進める。ＥＢＰＭの取組成果や定量的に把握された政策効

果について、翌年度以降の予算編成過程において反映する方策を検討する。 

政府全体のＥＢＰＭの実効性強化の観点から、データ連携・分析のための基盤整備やＥＢＰＭ人材の育

成・交流、研究機関・大学における政策効果の把握・分析手法等の知見の蓄積・活用を推進する。行政事業

レビューシートのシステムを予算編成過程において活用し、全ての予算事業におけるＥＢＰＭを推進する。 

客観指標と主観指標を併用し経済成長や政策効果を多面的に評価するなど、行政におけるWell-being指標

の活用を促進するとともに、当該指標と各種政策との関係性を整理する。 

次世代の社会生活や価値観の変化を反映させた経済指標を検討し、将来的なＳＮＡ国際基準への反映や社会

実装も見据えた取組を推進する。ＡＩ等を活用した統計データの利活用など公的統計ＤＸを促進する。ま

た、民間企業のビッグデータを活用した分析や指標の開発を推進する。 
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第４章 当面の経済財政運営と令和７年度予算編成に向けた考え方 
１．当面の経済財政運営について 

現状では、物価上昇が賃金上昇を上回る中で、消費は力強さを欠いているものの、今後は、景気の緩やか

な回復が続く中で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待される。海外経済の下振れによるリスク

や円安等に伴う輸入物価の上昇の影響には留意する必要がある。 

経済財政運営に当たっては、まずは、春季労使交渉による賃上げの流れを中小企業・小規模事業者、地方

等でも実現し、医療・介護など、公的価格に基づく賃金の引上げ、最低賃金の引上げを実行する。その上

で、定額減税により、家計所得の伸びが物価上昇を上回る状況を確実に作り出す。あわせて、来年以降に物

価上昇を上回る賃金上昇が定着することを目指し、持続的・構造的な賃上げの実現に向けた三位一体の労働

市場改革、生産性向上に向けた国内投資の拡大等を通じて、潜在成長率の引上げに取り組む。このため、

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」237及びそれを具体化する令和５年度補正予算並びに令和６年度

予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 

日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循

環を確認しつつ、２％の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 

２．令和７年度予算編成に向けた考え方 

① 前述の情勢認識を踏まえ、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日本経済を新た

なステージへと移行させていく。 

② 令和７年度予算において、本方針に基づき、第３章で定める中期的な経済財政の枠組みに沿った

予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。

③ 持続的・構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本的強

化を含めた新たなステージへの移行に向けた取組の加速、防衛力の抜本的強化を始めとした我が

国を取り巻く環境変化への対応など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずること等により、メ

リハリの効いた予算編成とする。

④ ＥＢＰＭやＰＤＣＡの取組を推進し、ワイズスペンディングを徹底する。単年度主義の弊害是

正、本方針における重点課題への対応など、中長期の視点に立った経済・財政・社会保障の持続

可能性の確保に向けた取組を進める。 

237 令和５年11 月２日閣議決定。 
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